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は じ め に 

 
感染症発生動向調査事業は、感染症の発生状況に関する情報を迅速に収集し、解析・評価

を加え、その結果を速やかに関係者や市民に還元することによって、感染症対策に役立てること

を目的としています。 

 

横浜市では、昭和 53 年に、本市独自の感染症サーベイランス事業を開始しました。その後、 

昭和 56 年に全国レベルで国の事業として開始され、平成 11 年の｢感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律｣(感染症法)の施行に伴い、感染症発生動向調査が法の下に

位置付けられました。以降も感染症法の改正が実施され、感染症の分類や届出対象疾患などが

追加・変更されています。 

 

平成 28 年は、感染症法及び施行規則の一部が改正され、ジカウイルス感染症が四類感染症

に追加されました。ジカウイルス感染症は、平成27 年にブラジルやコロンビアなどの南アメリカ大

陸で流行が発生し、アフリカ、中央アメリカ、アジア太平洋地域など、多数の国や地域に流行が

拡大しました。また、妊婦がジカウイルスに感染して、出生児や胎児に小頭症等の先天異常が起

きることがあり、世界保健機関（WHO）は、ジカウイルス感染症が発生している地域への妊婦の渡

航はしないよう勧告しています。また、感染症の病原体検索に必要な検体採取等の確保に関す

る規定が明記され、病原体検査および情報収集体制の充実が図られました。施行規則の一部改

正では、病原体等検査の信頼性確保を目的とした業務管理についても規定されました。 

平成 28 年の感染症発生状況は、近年増加傾向が続いている梅毒が、国内で前年を大きく上

回る流行となり、横浜市では前年の 2 倍以上の報告がありました。また、母子感染で発生する先

天梅毒も国内では近年増加が続いています。なお、横浜市では平成27年に先天梅毒の報告

が 1 件ありましたが、平成 28 年の報告はありませんでした。 

 

この度、平成 28 年（2016 年）分の情報をまとめ、『横浜市感染症発生動向調査事業概要』を作

成しました。感染症対策の参考資料として御活用いただければ幸甚に存じます。 

最後に、本事業の推進にあたり御協力いただいた横浜市医師会、定点医療機関をはじめ各

機関の皆様、また本事業概要の発行に御尽力いただいた感染症発生動向調査委員会の先生

方、横浜市健康福祉局職員の方々に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも一層の御理解と御協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成 29 年 11 月 

横浜市感染症発生動向調査委員会 

委員長 立川 夏夫 
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